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【届出の対象とした募集有価証券

の種類】
新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 株主割当 ０円

 発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額
425,900,000円

 （注）　行使価額が調整された場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少

します。また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び

当社が新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少し

ます。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年３月28日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち「第一部 証券情報」記載の新株予約権の行使期間

に関する事項について、平成25年5月14日開催の当社取締役会において新株予約権の行使期間を延長することが決定されま

したので、これに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部 証券情報

第１ 募集要項

１ 新規発行新株予約権証券（第５回新株予約権証券）

（２）新株予約権の内容等

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券（第５回新株予約権証券）】

（２）【新株予約権の内容等】

（訂正前）

新株予約権の行使期間

平成25年７月１日から平成25年９月30日までとする。
ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人（会社法第123条に定め
る株主名簿管理人をいい、以下同様とする。）の営業日でない場合は、その前
営業日を最終日とします。

 

（訂正後）

新株予約権の行使期間

平成25年７月１日から平成25年10月11日までとする。
ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人（会社法第123条に定め
る株主名簿管理人をいい、以下同様とする。）の営業日でない場合は、その前
営業日を最終日とします。
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